
 

 

 

水明楼 が国の登録有形文化財（建造物）に登録されます 

令和８年３月１９日 

 

■問い合わせ先 

 小諸市役所 文化財・生涯学習課 文化財係 担当：文化財係長 高橋陽一 

 ℡0267-22-1700（内線 2287） E ﾒｰﾙ bunkazai@city.komoro.nagano.jp 

その他のイベント・お知らせ情報 

 

Komor 

国の文化審議会（会長 島谷弘幸）は、令和８年３月26日（木）に開催された同審議会文化

財分科会の審議・議決を経て、新たに水明楼を登録するよう文部科学大臣に答申しました。 今

後、官報告示を経て、登録有形文化財に登録されます。 

本件が登録されますと市内の登録有形文化財（建造物）は12件になります。 

 

 
■詳細情報 

文化財名称  水明楼 （すいめいろう） 

所 在 地  小諸市丁字中棚町 455 番地１ 

所 有 者  小諸市 

構   造  ２階建寄棟造茅葺 建築面積30.5㎡ 

建 設 年 代  明治後期（明治33年） 

種   別  登録有形文化財（建造物） 

小諸城址懐古園の南方西斜面に位置する小諸義塾塾長、木村熊二の旧書斎。のちに住居とする。島崎藤村

なども訪れた眺望優れる楼閣風の建物。登録有形文化財の登録基準（一）「国土の歴史的景観に寄与してい

るもの」に該当すると認められました。 

 

注意      

文部科学省による報道発表のため、報道解禁日時は以下のとお

りお願いします。 

新聞： 令和８年３月27日（金）朝刊 

新聞以外の媒体（ラテ）： 令和８年３月26日（木）17時 

すいめいろう 

外観（南東方向より） ２階南側座敷・床の間・書院窓 


